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排出基準
新設 0.1

既設 1

※新設 0.5

※既設 5

新設 1

既設 10

新設 1

既設 5

※新設 0.1

※既設 1

1

2

3

4

４t／時以上

亜鉛回収用焙焼炉、焼結炉等
[原料処理能力0.5t／時以上]

資料８－２　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制対象施設

焼結鉱（銑鉄製造）の製造用焼結炉
[原料処理能力１t／時以上]

製鋼用電気炉（鋳鋼、鍛鋼用は除く）
[変圧器の定格容量1000kVA以上]

１　大気基準適用施設（施行令別表第１）及び排出基準

アルミニウム合金製造用焙焼炉、溶解炉等
[原料処理能力0.5t／時以上、

溶解炉は容量１t以上]

特定施設の種類
（単位：ng-TEQ／Nm３、ngは10億分の１ｇ）

（注３）

※既設 1

※新設 1

※既設 5

※新設 5

※既設 10

新設 5

既設 10
注1
　2
　3

5

平成12年1月14日以前に設置された施設については、既設の基準が適用される。
製鋼用電気炉及び廃棄物焼却炉について、※既設は平成9年12月1日以前、※新設は
平成9年12月2日以降に設置された施設について適用される。

４t／時未満
２t／時以上

200kg／時未満
50kg／時以上

（又は火床面積が
　0.5ｍ２以上）

平成12年1月15日以降に設置された施設については、新設の基準が適用される。

廃棄物焼却炉
[火床面積が0.5ｍ２以上又は
焼却能力が50kg／時間以上] ２t／時未満

200kg／時以上
（又は火格子面積
が２ｍ２以上）

（注３）
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排出基準
1 硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）製造

用の塩素、塩素化合物による漂白施設

2 カーバイド法アセチレン製造施設のアセチレン洗浄施設

3 硫酸カリウム製造施設の廃ガス洗浄施設

4 アルミナ繊維製造施設の廃ガス洗浄施設

5 担体付き触媒製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の焼成炉の廃
ガス洗浄施設

6 塩化ビニルモノマー製造用の二塩化エチレン洗浄施設

7 カプロラクタムの製造施設（塩化ニトロシルを使用するもの）の硫酸濃縮施設、
シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設

8 クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造施設の水洗施設、廃ガス洗浄施設

9 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造施設のろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄
施設

10 2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造施設のろ過施設、廃ガス洗浄施設

11
ジオキサジンバイオレット製造施設のニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分
離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオ
レット洗浄施設、熱風乾燥施設

12 アルミニウム又はその合金製造施設の焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉の廃ガス洗浄施
設、湿式集じん施設

13 亜鉛回収（製鋼用電気炉から発生し、集じん機で集めたばいじんからの回収に限
る）施設の精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設

14 担体付き触媒（使用済みのもの）からの金属回収（ソーダ灰添加焙焼炉及びアル
カリ抽出法を除く）施設のろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設

15 廃棄物焼却炉（火床面積0,5㎡以上又は焼却能力50kg／ｈ以上）の廃ガス洗浄施
設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水を排出するもの

16 廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄
施設

17 フロン類の破壊施設（環境省令で定める方法によるものに限る）のプラズマ反応
施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設

18 下水道終末処理施設（１～17及び19の施設の汚水等を含む下水を処理するもの）

19 １～17号の施設を設置する工場事業場からの排水（当該汚水等を含むもので、公
共用水域に排出されるものを除く）の処理施設（18号を除く）

10

特定施設の種類

２　排出水規制の特定施設（施行令別表第２）及び排出基準
（単位：pg-TEQ/ℓ,pgは1兆分の1グラム）
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環境基準調査

夏　期 冬　期 平　均
四国中央市 0.026 0.016 0.021
新居浜市 0.017 0.014 0.016
西条市 0.023 0.021 0.022
今治市 0.013 0.015 0.014
八幡浜市 0.0077 0.016 0.012
宇和島市 0.013 0.035 0.024

（単位：pg-TEQ/ℓ）
区 分 調査結果 環境基準

0.27
0.048
0.073
0.045
0.043
0.040

（単位：pg-TEQ/ｇ）
区 分 調査結果 環境基準

2.8
1.3
1.0
3.0
5.2
5.1

(4)土　壌
（単位：pg-TEQ/ｇ）

調査結果 環境基準
0.51
0.85
0.088
0.032
0.35
0.0079

新居浜海域
波方・大西・菊間海域

新居浜海域

今治市朝倉北
伊予市尾崎

湖 沼・海 域

河 川

八幡浜・保内海域

１以下

河 川
150以下

僧都川（愛南町）
国近川（松前町）

1,000以下

採取場所
中山川（西条市）

湖 沼・海 域

採取場所
四国中央市川之江町
新居浜市宮西町

八幡浜・保内海域

久万高原町菅生

西条市丹原町

(2)公共用水域（水質）

(3)公共用水域（底質）

波方・大西・菊間海域

採取場所
中山川（西条市）
僧都川（愛南町）
国近川（松前町）

0.6以下

資料８－３　平成23年度ダイオキシン類環境調査結果

(1)大　気

採取場所 調査結果 環境基準
（単位：pg-TEQ/ｍ３）
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区分 物質
番号 物質名 用　途 県内の主な排出業種

300 トルエン 合成原料（可塑剤、合成繊維、染料、香料など）、ガ
ソリン成分、溶剤（塗料、インキ）

化学工業
プラスチック製品製造業
パルプ・紙・紙加工品製造業

80 キシレン 合成原料（合成繊維・樹脂、染料など）、ガソリン・
灯油成分、溶剤（塗料、農薬など）

船舶製造・修理業
一般機械器具製造業
化学工業

53 エチルベンゼン 合成中間体（スチレンモノマー）、溶剤、希釈剤
船舶製造・修理業
一般機械器具製造業
金属製品製造業

186 ジクロロメタン（塩化メチレン） 洗浄剤（金属脱脂）、溶剤
プラスチック製品製造業
化学工業
一般機械装置製造業

392 ノルマルーへキサン 溶剤（重合用、接着剤、塗料、インキ）
石油製品・石炭製品製造業
化学工業
食料品製造業

297 １，３，５－トリメチルベンゼン 合成原料（染料、紫外線安定剤、医薬品）、ガソリン
成分、溶剤

船舶製造・修理業
一般機械器具製造業
石油製品・石炭製品製造業

240 スチレン 重合原料（ポリスチレン樹脂、合成ゴム、ＡＳ樹脂な
ど）

化学工業
船舶製造・修理業
プラスチック製品製造業

9 アクリロニトリル 重合原料（合成繊維、合成ゴム、樹脂、塗料）、加工
材（樹脂） 化学工業

144 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く） メッキ助剤、写真材料 化学工業
下水道業

420 メタクリル酸メチル 合成樹脂原料（メタクリル樹脂、接着剤） 化学工業
プラスチック製品製造業

33 石　綿 建築製品 電気業
非鉄金属製造業

56 エチレンオキシド 合成原料（エチレングリコール等）、殺菌剤 医療用機械器具製造業
化学工業

75 カドミウム及びその化合物 顔料、電池、合金、メッキ 非鉄金属製造業
下水道業

88 六価クロム化合物 メッキ、顔料、触媒 金属製品製造業
下水道業

94 塩化ビニル
合成樹脂原料（ポリ塩化ビニル樹脂、塩化ビニル-酢
酸ビニル共重合樹脂、塩化ビニル-塩化ビニリデン共
重合樹脂）

化学工業
倉庫業

243 ダイオキシン類 非意図的生成（焼却等）
一般廃棄物処分業
産業廃棄物処分業
非鉄金属製造業

305 鉛化合物 バッテリー、光学ガラス、顔料、塩化ビニル樹脂安定
剤

非鉄金属製造業
下水道業

309 ニッケル化合物 顔料、メッキ、電池
化学工業
非鉄金属製造業
プラスチック製品製造業

332 砒素及びその無機化合物 殺虫剤、半導体、木材防腐剤 非鉄金属製造業
下水道業

400 ベンゼン
合成原料（スチレン、フェノール、無水マレイン酸、
染料、有機顔料、合成洗剤、医薬品、香料、合成繊
維、農薬、可塑剤、防腐剤（PCP）、防虫剤）、溶
剤、ガソリン成分

化学工業
石油製品・石炭製品製造業
燃料小売業

80 キシレン 合成原料（合成繊維・樹脂、染料など）、ガソリン・
灯油成分、溶剤（塗料、農薬など） 家庭からの排出

300 トルエン 合成原料（可塑剤、合成繊維、染料、香料など）、ガ
ソリン成分、溶剤（塗料、インキ） 家庭からの排出

407 ポリ（オキシエチレン）＝アルキ
ルエーテル

乳化剤、可溶化剤、分散剤（農薬、切削油等）、界面
活性剤 家庭からの排出

届
出
外
排
出

資料８-８　ＰＲＴＲ法に関する主な化学物質の用途等一覧
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